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安
全
保
障
関
連
法
案
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

市
の
助
成
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て
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今
国
会
で
審
議
さ
れ

て
い
る
同
法
案
に
つ
い

て
、
市
長
の
考
え
は
ど
う
か
。

憲
法
違
反
の
同
法
案
は
、
廃

案
に
す
る
の
が
筋
だ
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

　

市
長　

戦
争
法
案
と

い
う
話
も
あ
り
、
一
方
、

平
和
を
守
る
法
案
だ
と
、
両

極
端
の
議
論
が
あ
り
、
軽
々

に
賛
成
、
反
対
と
は
申
し
上

げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

市
長
は
、
集
団
的
自

衛
権
と
憲
法
の
関
係
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
お
考

え
か
。

　

市
長　

不
勉
強
で
、

憲
法
解
釈
に
つ
い
て
の

解
釈
を
確
定
し
て
い
な
い
の

で
、
答
弁
は
控
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

４
月
に
改
定
さ
れ
た

日
米
防
衛
協
力
指
針

（
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）で
は
地

方
自
治
体
に
関
わ
る
重
大
な

改
悪
が
行
わ
れ
た
。
同
法
案

が
成
立
し
た
場
合
、
自
治
体

が
受
け
る
影
響
を
、
市
長
は

ど
う
お
考
え
か
。

　

市
長　

国
の
専
任
事

項
で
あ
る
外
交
・
防
衛

に
つ
い
て
、
地
方
行
政
の
立

場
で
申
し
上
げ
る
こ
と
は
難

し
い
こ
と
、
近
隣
諸
国
と
の

友
好
関
係
の
構
築
が
一
番
大

事
だ
と
い
う
基
本
的
な
考
え

方
を
申
し
上
げ
、
答
え
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

問
題
点
、
特
に
個
人

情
報
の
流
出
・
悪
用
の

リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
政
府
は

「
情
報
を
分
散
管
理
す
る
か

ら
、
個
人
情
報
が
芋
づ
る
式

に
流
出
す
る
こ
と
は
な
い
」

と
い
う
が
、
具
体
的
な
対
策

は
ど
う
か
。

　

総
務
部
長　

制
度
導

入
後
も
従
来
ど
お
り
個

人
情
報
は
各
行
政
機
関
が
保

有
し
、
他
の
機
関
の
個
人
情

報
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
の

み
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
、
情

報
の
照
会
・
提
供
を
行
い
ま

す
。
特
定
の
機
関
に
個
人
情

報
を
集
約
す
る
こ
と
は
な
い

の
で
、
そ
こ
か
ら
個
人
情
報

が
ま
と
め
て
漏
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

地
方
公
共
団
体
が
設

置
す
る
中
間
サ
ー
バ
ー

が
全
国
２
カ
所
に
集
約
さ
れ

る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。 

　

総
務
部
長　

具
体
策

は
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
に
お

い
て
、
十
分
な
対
策
が
な
さ

れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

政
府
が
自
治
体
に
求

め
る
情
報
漏
え
い
対
策

は
ど
う
い
う
も
の
か
。

　

総
務
部
長　

基
幹
系

業
務
端
末
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
端
末
を
分
離
す

る
よ
う
求
め
ら
れ
て
お
り
、

新
た
に
端
末
１
１
０
台
と

フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
機
２

台
を
購
入
し
、
分
離
を
行
い

ま
す
。

　

住
基
カ
ー
ド
で
は
悪

用
・
な
り
す
ま
し
が
頻

発
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
は
ど

う
か
。 

　

市
民
部
長　

大
変
重

要
な
問
題
で
国
か
ら
も

具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
医
療
費
助
成

制
度
に
つ
い
て
、
高
校

生
は
現
物
給
付
で
は
な
い
が
、

県
の
指
導
で
そ
う
な
っ
て
い

る
の
か
、
制
度
的
な
も
の
な

の
か
。 

　

保
健
福
祉
部
長　

現

物
給
付
に
つ
い
て
は
、

県
の
医
療
費
電
算
シ
ス
テ
ム

を
利
用
し
て
い
ま
す
が
、
シ

ス
テ
ム
が
高
校
生
ま
で
の
対

応
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、

今
の
と
こ
ろ
現
物
給
付
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
県
が
医
療

機
関
と
の
間
に
、
現
物
給
付

を
す
る
た
め
の
契
約
を
結
ぶ

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助

成
制
度
に
つ
い
て
、
申

請
も
多
く
実
績
も
上
が
っ
て

お
り
、
来
年
度

も
事
業
継
続
を

お
願
い
し
た
い

が
ど
う
か
。

　

都
市
整

備
課
長

昨
年
度
ま
で
は

全
て
一
般
財
源

で
行
っ
て
き
ま

し
た
が
、
今
年

度
か
ら
国
費
を

入
れ
て
一
般
財

源
を
抑
え
る
中
、
事
業
費
を

確
保
し
ま
し
た
。
来
年
度
以

降
も
継
続
で
き
る
よ
う
検
討

し
ま
す
。

運
転
免
許
証
や
住
基
カ
ー
ド

な
ど
顔
写
真
付
き
の
も
の
で

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。
顔

写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

が
提
出
で
き
な
い
方
は
、
郵

送
等
に
よ
り
住
居
に
送
付
さ

れ
た
書
類
と
、
健
康
保
険
証

等
、
市
町
村
長
が
認
め
る
書

類
を
一
緒
に
持
参
す
る
こ
と

に
よ
り
本
人
確
認
を
行
い
ま

す
。
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